
  

    

 

基本目標１ 確かな学力の定着 

主体的に学習に取り組む姿勢と、基礎的・基本的な知識や技能

及び思考力・判断力・表現力を養うことにより、確かな学力の定

着を図ります。 

 

１ 問題解決能力向上のための授業づくり 

２ 少人数教育の効果的な活用  

３ ＩＣＴを活用した教育の充実・発展 

４ 外国語活動・英語教育の充実 

５ 遊びを通しての「学び」の充実 
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１ 問題解決能力向上のための授業づくり 

◆ ねらい  

基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図るとともに、身に付けた知識・技能を基に

情報を収集したり、他者と協働的に課題解決したりする授業を推進することで、子どもの問

題解決能力の向上を図ります。 

授業改善にあたっては、子どもの学力の実態把握と分析に基づく授業づくりを推進すると

ともに、「問題解決能力向上のための５つのプロセス（四日市モデル）」※ １により、多様な

学び合いや言語活動（説明、討論、記録、要約など）を充実させます。 

また、家庭と連携した家庭学習の定着によって確かな学力の定着を目指します。 

※１ 四日市モデル…本市が掲げている問題解決能力向上のための５つのプロセス「問題の理解」「解

決のための見通し」「問題解決」「解決方法の共有」「さらなる気づき・活用」のこと。 

◆ 取組指標とその評価  

※２ 活用推進協力校…「５つのプロセス（四日市モデル）」に基づいた授業研究を行い、その成果と

課題を明らかにする学校である。令和２年度からは、国のＧＩＧＡスクール構想の推進に基づき、

「５つのプロセス（四日市モデル）」をさらに発展させた形で、ICT 活用した授業づくりおよび授

業研究を行う「ICT 活用推進校事業」（令和２年度は小学校３校）を行っている。 

 ○ 取組指標① 

令和２年度は、１人１台学習者用タブレット端末導入に伴い「四日市モデル」と「Ｉ

ＣＴ活用」をリンクした活用推進校（ＩＣＴ活用実践推進校）として新たに小学校３校

（水沢小学校、河原田小学校、大矢知興譲小学校）を設定し研究を開始したため、推進

協力校の数が３校となっています。  

○ 取組指標② 

「問題解決能力向上のための授業づくりガイドブック２」（以下「ガイドブック２」）

で、四日市モデルの活用について具体例を挙げて啓発したことで目標値に達しました。 
 

※「問題解決能力」とは 

 本市では、「問題解決能力とは、解決の道筋がすぐには
明らかでない問題に対し、身に付けた知識・技能や収集
した情報、体験等を活用し、問題を解決していく力」と

定義しています。 
日々の授業で、問題解決的な学習に取り組むとともに、

「確かな学力（知）」「豊かな人間性とコミュニケーショ

ン能力（徳）」「健康・体力（体）」を教科・領域等横断的
にバランスよく育むことにより、子どもたちは自分で学
習する力を身につけ、社会人になっても通用する問題解

決能力の養成を図ります。 

取組指標 
現状値 

H27 
H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 目標値 

① 「 問 題 解 決 能 力 向 上
の た め の 授 業 づ く り ガ
イ ド ブ ッ ク 」 活 用 推 進
協 力 校 ※ ２ の 数 （ 校 ）  

５  ５ 

５ 
延べ 

10 

５  
延べ 

１５ 

５ 
延べ 

２０ 

３ 
延べ 
２３ 

５ 年 間 で 
延 べ 

25 校 

② 「 四 日 市 モ デ ル 」
を 指 導 案 に 位 置 付
け 、 授 業 研 究 を 行 っ
た学校数（校） 

－ ２３ ３７ ４４ ５９ ５９ 
全 小 ･ 
中 学 校 

（ 59 校 ） 

  四日市モデル 

※それぞれのプロセスに 

 行 きつ戻 りつすることもあります 

H30 までは全 60 校、R1 からは全 59 校 
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１．基礎的・基本的な知識・技能の定着 

◆ 具体的な施策の現状と課題 

本市では、全国学力・学習状況調査問題の趣旨を踏まえ、平成２５年度１月から、以下

の４つの取組を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）令和２年度全国学力・学習状況調査について  

令和２年度は、小学校６年生及び中学校３年生を対象にして、国語、算数・数学の調

査が実施される予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の学校教育への影響等を考慮

し、中止となりました。  
しかし、令和２年度の学力調査問題の傾向、学校訪問等で把握した課題や第１回みえ

スタディ・チェックの結果（以下⑶を参照）を踏まえて、以下のような授業改善の視点

を示すとともに、各学校に応じて指導をしました。  

国

語 

小学校目的や意図に応じて、文章全体の構成や表現を工夫して提案する文章を書く 

力の育成 

 ・「何が書かれているか」から「筆者はなぜこのような書き方をしたのか」とい

う指導に転換する。 

 ・全児童に対して「書く」場を保障し、推敲・共有を含めた単元を構成する。 

中学校自分の考えを分かりやすく表現する力の育成 

 ・全生徒に対して、「話す・聞く」場を保障する。 

 ・目的や場面に応じて話題を決め、異なる立場等を踏まえて材料を整理し内容を

検討させる。 

 ・根拠の適切さや論理の展開などを考えさせる。 

算

数 

・ 

数

学 

小学校日常生活の事象について、百分率を活用して数学的に解釈したり、資料を

様々な観点で考察したりする力の育成  
 ・目的に応じた観点に沿ってデータを読み取る指導を行う。  
 ・整理されたデータから捉えた特徴や傾向を、言葉や式を用いて表現させる。  
中学校事象における数量の関係を見いだし考察する力の育成  

・言葉や数、式、図、表、グラフなどの数学的な表現を用いて、簡潔・明瞭・的

確に表現させる。  
・「条件・仮定」に即して論理的に考察させる。  

【取組１】本調査問題の活用 

・全教員で問題を分析して授業改善の視点を明確にしたり、問題を再活用して課題

の解消につなげたりする。 

【取組２】本調査趣旨等を踏まえた授業改善 

・｢言語能力｣や｢知識・技能を活用する力｣の育成を目指した授業を推進する。 

（例 考えを筋道立てて説明する、目的等に合わせて文章をまとめる、複数の情

報を比較して考える等） 

 ・調査結果の分析から自校の強み・弱みを把握し、授業改善につなげる。 

【取組３】学習習慣の確立と学力補充の充実  

・宿題の工夫、家庭学習の定着、学校での補充学習の充実を図る。 

【取組４】継続的な学び 

・学年間及び小中間が連携した取組を実施する。 
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また、学力向上研修会等を開催し、具体的な授業改善の方向性や指導方法等を提示し

ました。 

さらに、市内の授業実践事例等をとりまとめた「授業づくりヒント＆ポイント」を作

成し、全教員へ配付しました。 

 

（２）令和２年度全国学力・学習状況調査 児童・生徒質問紙について 

   前述の通り、令和２年度は全国学力・学習状況調査は中止になりました。そのため、

児童生徒質問紙については、三重県と連携して独自に調査を行い、指導改善に活かしま

した。 

＜家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか＞   

【小学校】                   【中学校】 

 

 

 

 

 

（令和２年度「学習と生活のアンケートより」） 

例えば、「家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか」という質問に対しての肯

定的回答（当てはまる、どちらかといえば、当てはまる）は、小中学校ともに県平均を

上回っています。小学校では「家庭学習の手引き」、中学校では「シラバス（年間指導

計画）」を配付するなど、家庭と連携した取組が定着していることが分かります。 

また、本市では全ての小中学校において、春季休業中の宿題を準備して、学びの空白

期間をなくし、継続的な学びができるよう取り組んでいます。 

 

（３）第１回みえスタディ・チェック結果より 

※ 三重県の平均正答率を１００としたときの本市の正答率の割合 

小学校 国語 算数 理科 

第４学年 １００．９ ９９．２ １０１．９ 

第５学年 ９８．９ ９５．７ ９７．９ 

 

中学校 国語 数学 理科 

第１学年 ９７．２ ９８．０ １０１．５ 

第２学年 １０２．５ １０１．８ ９９．２ 

 

◆ 今後の方向性 

○ 全市的な課題については、学力向上研修会等において全校に対し、指導・助言を行

うとともに、三重県教育委員会や各教科の研究協議会との連携を強化し、課題の改善

に取り組みます。 

○ 各学校の課題に対しては、指導体制を見直し、指導の改善・充実を働きかけたり、

各学校に訪問指導したりします。さらに、全国学力・学習状況調査結果や具体的な取

組を各学校の学校だよりやホームページ等で発信し、学校・家庭・地域が共通した認

識をもって、学力向上の取組を進めるよう働きかけます。 

県  

 

本 市  

県  

 

本 市  

20



 

 
 

１ 

○ 各中学校区において、小中の系統性を意識した授業改善や指導方法を、学びの一体

化のテーマを新教育プログラムの６つの柱とすることで、確かな学力の育成を図って

いきます。 

 

２．言語活動の充実 

◆具体的な施策の現状と課題 

（１）小中学校における取組状況 

国語科を中核にして確かな言語能力を育成するためには、ねらいに応じた言語活動を

設定し、子どもたちの実態に合わせて系統的に指導していくことが大切です。 

学校訪問の際には、授業の中で設定されていた言語活動が子どもたちの資質・能力の

向上や主体的・対話的で深い学びにつながっていたかを検証し、指導・助言を行いまし

た。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症によって、学校行事（学年集会や学校集会

など）の精選が行われましたが、各校において感染症対策を工夫しながら、児童・生徒

の言語を駆使し表現する場を設定しました。 

 

（２）令和２年度全国学力・学習状況調査 児童・生徒質問紙より 

下記の項目について、三重県と比較して、肯定的な回答の割合が高くなっています。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策下ではありましたが、昨年度と比較して

割合が高くなっていました。各校において、ＩＣＴ等を活用し、言語活動の充実を図っ

たことが結果につながったと考えられます。 

 

＜学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることが

できていると思いますか＞ 

【小学校】                  【中学校】  

 

 

 

 

  

     

 

（令和２年度「学習と生活のアンケートより」） 

 

◆ 今後の方向性 

○「言語活動の充実」においては、言語活動の設定を目的とするのではなく、その活動

を通して各教科の目標を実現すること、さらに子どもの言語能力を育成することが重

要です。そのため、言語活動の中でどのような言語能力を身に付けさせるのかを明確

にして、単元や授業を進めていきます。 

○ また、日々の教育活動の中で「書くこと」を習慣化したり、表現する場を設定した

り、タブレット端末等を有効活用したりするなど、言語を使いこなす機会を大切にす

ることで、子どもたちのコミュニケーション能力や論理的思考力を高めていきます。 

 

 

県 Ｒ 2 

本 市 Ｒ 2 本 市 Ｒ 2 

県 Ｒ 2 

本 市 Ｒ 1 本 市 Ｒ 1 

21



 

 
 

１ 

３．「四日市モデル」を活用した授業づくりとＩＣＴ活用 

 ◆ 具体的な施策の現状と課題 

  これまでの啓発等により「５つのプロセス（四日市モデル）」を意識した授業改善は

定着してきました。 

児童生徒のタブレット端末の順次導入に伴い、「ＩＣＴ活用」と「５つのプロセス」

のリンクがより重要となってきたことから、令和２年度には、教職員向けガイドブック

（「１人１台タブレット端末の効果的な授業活用例－四日市モデルに沿って」）を作成し配付しま

した。令和３年度からは、１人１台タブレット端末の本格運用が始まります。教職員の

ＩＣＴ活用指導力のさらなる向上が急務です。 

 

（１） ICT 活用推進校事業（令和２年度は小学校３校 ３年間の指定） 

「四日市モデル」と「ＩＣＴを活用」とのリンクを意識した研究に取り組みました。 
 

活用推進校名 研修主題 

水沢小学校  「相手に伝え、聴きあう授業づくりを目指して 

 ～ＩＣＴの効果的な活用～」≪１年次≫ 

河原田小学校 学び合いによる「基礎的能力」の育成≪１年次≫ 

大矢知興譲 

小学校 

「主体的に学ぶ子どもの育成」 

  ～対話を通して多面的に考察し、 

自分の考えや思いを表現できる子をめざして～≪１年次≫ 

 

（２）市立小中学校教職員に研究内容を公開（授業研究会の実施） 

小学校３校とも、オンラインにて授業を公開しました。また、学識経験者から全国 

の先進的な事例などの助言をいただき、クラウド活用を含めた今後の方向性について、

具体的なご示唆をいただきました。 

 

◆ 今後の方向性 

○ 今後は、児童生徒が、１人１台学習者用タブレット端末を鉛筆やノートといった筆

記用具と同じような学びのためのツールとして活用していく必要があります。 

そのために「四日市モデル」の中で、タブレット端末の活用を位置付け、情報活用

能力を高めるとともに問題解決能力の育成を目指します。 
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２ 少人数教育の効果的な活用 

◆ ねらい 

子どもたちの問題解決能力や学力の向上を目指し、ティーム・ティーチングや習熟度

別指導等の指導方法を取り入れるなど、少人数教育の効果的な活用に努めます。 

また、学級規模を小さくすることにより、児童生徒の学級や学校生活への適応を図り、

「小１プロブレム」「中１ギャップ」の解消を目指すとともに、基礎学力の定着、学習規

律の確立を目指します。 

 

◆ 取組指標とその評価 

取組指標 
現状値 

H27 
H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ２ 目標値 

学 級 集 団 編 制 を 工 夫 し

少人数指導を実施した学校

数（校） 
－ ６０ ６０ ６０ ５９ ５９ 

全小中学校 

（５９校） 

全校において、教室を分けた少人数指導やティーム・ティーチング、過密学級を解消す

るための学級編制等、子どもの実態に応じた少人数教育を実施しています。 

今後も、単元のねらいや子どもの実態等に合わせた効果的な少人数教育を進めます。 

 

◆ 具体的な施策の現状と課題 

（１）小学校１年生及び中学校１年生における３０人以下学級編制の実施 

小学校低学年と中学校１年生では、よりきめ細かな指導を行う目的から、１学級あ

たりの人数を少なくした三重県の「みえ少人数学級」「少人数加配学級」などの措置を

行っています。さらに、本市独自に、小学校１年生と中学校１年生においては、「３０

人学級(下限なし)」を実施しています。 

これらの施策によって、平成２５年度から小学校１年生で、平成２３年度から中学

校１年生で、学級の児童生徒数が小規模となり、子どもの成長や発達段階に応じたきめ

細かな指導を行うことが可能となっています。 

 

（２）少人数編制による指導体制の充実 

国から配置された加配教員と、市単独で配置した非常勤講師等を活用した少人数教

育を、小学校３７校、中学校２２校のすべての学校で実施しました。 

小学校では、算数科を中心に少人数指導を取り入れています。単元や授業のねらい、

学校・子どもの実態等に応じて、ティーム・ティーチング、学級（学年）を複数集団に

分けた少人数指導、習熟度別少人数指導などを行っています。また、外国語科では英語

専科教員と担任等とのティーム・ティーチングによる指導を行っています。中学校では、

２・３年生の数学科や英語科を中心に少人数指導が取り入れられています。 

また、加配教員を活用して、１学年の学級を増やし学級集団の規模を小さくしている

学校もあります（加配学級）。 

H30 までは全 60 校、R1 からは全 59 校 
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＜令和２年度少人数指導実施状況 中学校 22 校中 教科別実施校数＞ 

  国語 社会 数学 理科 英語 音楽 美術 
技術

家庭 

保健 

体育 
道徳 総合 

中１ ５ １ １０ ２ ６ ３ ０ ０ ５ １ ６ 

中２ ３ ０ １９ ０ １０ ３ １ ０ ２ １ ５ 

中３ ３ １ １７ １ １２ ４ １ ０ ６ １ ６ 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

各校においては、三重県教育委員会が作成した「効果的な少人数指導推進ガイドブ

ック」（「効果的な少人数指導推進ガイドブック vol.３」、令和２年４月）等を参考にし

ながら、各校の実態に合わせて工夫した少人数教育が進められています。その結果、本

市独自に実施した「学習と生活のアンケート」では「算数・数学の授業の内容はよく分

かりますか」の項目で、小中学校ともに肯定的な割合が全国平均を上回っています。 

＜算数・数学の授業の内容はよく分かりますか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市が進める問題解決能力向上のための授業づくりでは、指導者が子どものつまず

き等を的確にとらえ、既習事項を想起させたり、友だちの考えとつなげたりして、子ど

もたちが主体的・対話的に学ぶことを大切にしています。そのためには、指導者が子ど

もたち一人ひとりの学ぶ姿を的確に見取ることが必要です。指導者一人あたりが見る人

数の少ない少人数教育は、本市の進める授業において、今後も維持していくべき指導体

制であると考えています。 

◆ 今後の方向性  

○ 今後は、コロナ禍において得た少人数学習の利点を活かすとともに令和３年度以

降、国や県が示す小学校３年生から６年生において、段階的に３５人学級を導入し

ていくことなど、改めて少人数教育について見直す必要があります。 

○ これまで算数・数学を中心にして積み上げてきた少人数教育の効果的な活用を継続

するとともに、小学校では交換授業※ １や教科担任制を織り交ぜながら、子どもたち

の学力の向上に向けた取組を進めていきます。 
※１ 交換授業･･･学級担任が互いの合意に基づいて、それぞれの学級で１つ以上の教科等の授業を 

交換して行う授業形態。 

＜令和２年度少人数指導実施状況 小学校 3７校中 教科別実施校数＞ 

  国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図工 家庭 体育 道徳 
外 国 語 活 動  

外 国 語  
総合  

小１ １０   １０   ４  ２ ２   ２  ０     

小２ ５   １５   ４  １ １   １  ０     

小３ ７ ２ ３２ ５   ０  ３   １  ０ ５ １ 

小４ ３ 0 ３４ ６   ０  ２   ２  ０ ５  ３  

小５ ２ 0 ３５ １０   ０  ０ １ １ ０ ３７ １ 

小６ ２ 0 ３２ ７   ０  １ １ ２ ０ ３７ １ 

 

【小学校】 【中学校】 

本 市 Ｒ 2 本 市 Ｒ 2 

全 国 Ｒ 1 全 国 Ｒ 1 
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３ ＩＣＴを活用した教育の充実・発展 

◆ ねらい 

子どもたちがＩＣＴを活用して、自らの考えを表現し、互いに学び合う主体的で対話

的な学習を推進することで、問題を解決する力を育成するとともに、子どもたちの実践的

な情報活用能力（情報モラルを含む）の向上とプログラミング的思考の育成を図ります。 

 

◆ 取組指標とその評価  

※  Ｒ ２ 年 度 の 内 訳 ： 導 入 機 器 活 用 研 修 （ 中 ２ 回 … 実 施 ）、 初 級 Ｉ Ｃ Ｔ 活 用 研 修 （ 小 １ 回 … 中 止 ）、 プ

ログラミング教育実践研修（２回…中止） 

中学校を対象とする導入機器活用研修を２回実施しました。夏季休業中を中心とした

選択研修については、新型コロナウィルス感染防止対策のため、中止としました。しか

しオンライン授業の必要性等、新たなスキルの習得が急務となったため、Ｗｅｂ会議シ

ステムの研修、オンライン授業についての研修を実施しました。また、指導主事が各校

に訪問して実践的な研修を行う出前研修を小学校２回、中学校１回実施しました。今後

も、実践的な研修会を実施し、子どもたちの情報活用能力を育成します。 

◆ 具体的な施策の現状と課題 

本市では、国が進めるＧＩＧＡスクール構想実現

のため、児童生徒１人１台学習者用タブレット端末

の導入、校内のネットワーク無線化、タブレット充

電保管庫の設置を行いました。次に導入した機器を

より効果的に活用できるよう、プロジェクタセット

の拡充、ＩＣＴ支援員の小学校への導入を行いまし

た。 

また、臨時休校時にＩＣＴ環境が整わない家庭向

けに、一定期間のオンライン学習が行える貸し出し

用のＷｉ－Ｆｉルータの準備を進めました。 

Ｉ Ｃ Ｔ 活 用 実 践 推 進 校 と し

て、小学校３校（水沢小学校・

河原田小学校・大矢知興譲小学

校）を設置し、授業でのＩＣＴ

の活用について研究および授業

公開を行いました。 

 

取組指標 
現状値 

H27 
H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 目標値 

Ｉ ＣＴ の 効 果 的な 活 用 事 例
の 紹介 を 行 う 、市 教 委 主 催
研修会の実施回数（回） 

３ ３ ４ ５ ７ １１ ５回 

令和２年度ＩＣＴ活用調査の結果 

ICT を活用した授業（小学校） ICT を活用した授業（中学校） 

147 159
184

185

504 

140時間

200時間

260時間

320時間

380時間

440時間

500時間

H28 H29 H30 R1 R2

月当たりの学校使用時間（平均）
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 児童生徒１人１台学習者用タブレット端末を効果的に活用し、子どもたちの力を最大限

に引き出すためには、教員のＩＣＴに関する指導力向上が大切です。また、指導者が、児

童・生徒につけなければならない力を明確にしたうえで、「一斉学習」「個別学習」「協働

学習」を柔軟に選択し、新学習指導要領が示す「問題解決能力」や「情報活用能力」等を

育成するための「主体的な学び」「対話的な学び」を実現できるよう研修を進めていく必

要があります。 

◆ 今後の方向性  

○ 授業等におけるＩＣＴ活用の推進 

互いに学び合う協働的な学習による問題解決能力の育成や、基盤的な学力の確実な

定着、さらには児童生徒一人一人の能力や適性に応じた学びを実現するために、より

効果的なＩＣＴの活用方法、活用事例を紹介していきます。 

また、小学校３校に加え、新たに中学校２校（橋北中学校、西朝明中学校）をＩＣ

Ｔ活用実践推進校に指定し、先進事例等を参考しながら研究を進めていきます。 

 ○ クラウド上のサービスの活用促進 

   三重県が Google のクラウドサービスを活用し、教材や指導案等のデータベースを

整え、教材等の情報共有を行うことができる取組を進めています。本市も教職員と

児童生徒がクラウド上のサービスを積極的に活用できるように環境を整えていきま

す。 

 ○ 教職員のＩＣＴ活用指導力の向上 

ＩＣＴコーディネータ研修会、夏季教職員研修会だけではなく、情報化推進リーダ

ーの養成講座を新たに設け、各学校でＩＣＴ活用の中心的な役割を担う人材を育成し

ていきます。また、授業での活用例や操作方法を紹介するＩＣＴ活用メールを全教職

員に定期的に送信します。 

文部科学省より  
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４ 外国語活動・英語教育の充実 

◆ ねらい  

グローバル化する社会において、自らの思いや考えなどを積極的に発信する異文化コ

ミュニケーションを促進するため、ネイティブの英語指導員と接しながら、教室で英語を

使うための環境づくりと指導体制を確立し、外国語活動及び英語教育の充実を図ります。 

◆ 取組指標とその評価 

取組指標 
現状値 

H27 
H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 目標値 

① 小 学 校 ５ ・ ６ 年 生 に お い
て 英 語 専 科 教 員 に よ る 授 業
を導入した学校数（校） 

－ ２ １２ ３８ ３７ ３７ 
全小学校 

（３７校）  

② 「 CAN— DO リ ス ト ※ 」
を 設 定 し 、 シ ラ バ ス を 配 付
す る な ど し て 公 表 し た 中 学
校数（校） 

２ １ ４ ９ １１ ２２ 
全中学校 

（２２校）  

※「CAN—DO リスト」…文部科学省が推奨している英語科における学習到達目標 

○取組指標① 

平成３０年度以降、全小学校に英語専科教員を配置し、英語専科教員を中心とした

英語指導体制を構築しました。 

○取組指標② 

全中学校が、４技能５領域での「CAN―DO リスト」を作成しています。「CAN―DO リ

スト」については、有識者を招聘した研修会で、公表の意義などを確認し、シラバス

や学校ホームページ等に掲載するなど各校で公表を進めることができました。 

◆ 具体的な施策の現状と課題 

（１）小学校における取組 

日々の授業では、原則、英語専科教員と学級担任によるティーム・ティーチング

による授業を実施しました。担任と英語指導員（以下「ＨＥＦ※ １」）によるティー

ム・ティーチングを、年間１・２年生で３時間程度、３・４年生では、３時間増の９

時間程度、５・６年生では、１２時間増の１８時間程度実施し、児童が言語や文化を

体験的に学べるようにしました。 

また、より専門的に英語を学ぶことができる機会として、

「英語キャンプ」を開催しました。令和２年度は、新型コロナ

ウィルス感染拡大防止の観点から、オンラインで実施し、市内

３７名の小学６年生が参加しました。ＨＥＦ１名と児童３、４

名のグループをつくり、自己紹介やクイズ（Basic コース）、自

分の宝物紹介（Advance コース）などの活動を行いました。 

（２）中学校における取組 

令和２年度からは、四日市市英語指導員（以下「ＹＥＦ※ 2」）を１６名体制としまし

た。（新型コロナウィルス感染拡大防止による入国制限のため、ＹＥＦ２名は未来日） 

令和２年度は、すべての学年で英検ＩＢＡ※ ３を実施し、「聞くこと」「読むこと」

の英語力の測定、学習の成果の確認や目標設定など、生徒の英語学習を支援しました。

本年度初めて実施した１年生では、分野別平均正答率において、「リスニング」が 

８６．１％という結果になりました。本市では、令和元年度から先行実施で小学５・

６年生の英語の授業を７０時間実施しており、小学校で聞く・話す活動を多く経験し

てきていることが、このような成果につながったと考えられます。 

H30 までは小学校全 38 校、R1 からは小学校全 37 校 

オ ン ラ イ ン 英 語 キ ャ ン プ の 様 子  
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 また、文部科学省による「英語教育実施状況調査」において、CEFR A1 レベル（英

検３級）相当以上を取得している及び相当の英語力を有すると思われる生徒の割合が、

平成２７年度では、２９．６％だったものが、令和２年度には、５０．３％に向上し

ています。（※令和２年度については市独自調査） 

 （３）「学んで E-net!」動画作成 

ＹＥＦ・ＨＥＦによる英語学習の動画作成を行い、オンライン学習システム「学

んで E-net!」に掲載しました。このことによって、児童生徒が、ＨＥＦやＹＥＦが

話すことを聞いて質問に答えたり、ＹＥＦに続いて単語や英文を繰り返したりしなが

ら、各自で英語の学習に取り組むことができるようになりました。 

 （４）新教育プログラムにおける取組 

  ＜小学校＞ 

・あすなろう鉄道・三岐鉄道プロジェクト 

     小学６年生が、あすなろう四日市駅と三岐鉄道大矢知駅で、その沿線の施設につい

て英語でアナウンスをするプロジェクトです。令和２年度は１２校が参加しました。 

＜中学校＞ 

・四日市プロジェクト 

    自分たちの故郷を英語で紹介できるようにすることを目的としたプロジェクトで

す。四日市について紹介した定型文を、授業で定期的に練習します。さらに、オリ

ジナルの内容を加えたり、言い換えたりして発展的に学習します。（実践校：西笹

川中学校） 

・四日市・ロングビーチビデオ交流プログラム 

    令和２年度は、姉妹都市であるロングビーチの Rogers Middle School と西笹川

中学校との交流を行いました。西笹川中学校の２・３年生が、四日市プロジェクト

の英文等を活用し、学校や四日市、また日本の紹介をしたビデオを作成しました。

生徒からは、アメリカと日本の学校の違いを知り、海外に対して興味を持つことが

できたといった感想がありました。 

◆ 今後の方向性 

○ 教室で英語を効果的に学ぶ環境の整備 

引き続き、２０２２年度から実施予定の小学校高学年一部教科担任制を見据え、小

学校高学年で英語専科教員と学級担任によるティーム・ティーチングを実施します。

また、ＨＥＦも６名派遣し、児童が生の英語に触れる機会を充実させます。 

中学校では、全学年で英検ＩＢＡを実施し、グローバル化に対応できる英語力の測

定を行い、学習の成果の確認や目標設定など、英語学習に対して支援を行います。 

英語担当教員とＹＥＦによるティーム・ティーチングの時間増及び授業内外での英

語学習環境の整備に取り組みます。 

○ 異文化理解を図り、国際的な視野を広げる機会の提供 

小学校では、「英語キャンプ」を継続して実施し、学校や年齢を超えた交流を行う

中で、体験活動を通した英語コミュニケーション能力 の育成を図ります。 

 ○ 新教育プログラムにおけるコミュニケーション能力の育成 

引き続き、小学校ではあすなろう鉄道・三岐鉄道プロジェクトを、中学校では四日

市プロジェクト、四日市・ロングビーチビデオ交流プログラムを行い、児童生徒の英

語で地域発信する力を育てます。 
※１ Haken English Fellow の略。本市で直接雇用していない英語指導員。派遣業者による英

語指導員を小学校に派遣している。 
  ※２ Yokkaichi English Fellow の略。本市で直接雇用している英語指導員。姉妹都市提携を

しているアメリカのロングビーチ市出身の英語指導員と国の「語学指導等を行う外国青年
招致事業（JET プログラム）」により採用している英語指導員を中学校に派遣している。 

  ※３ 日本語検定協会が開発した「読む」「聞く」の２技能の判定テスト 
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５ 遊びを通しての「学び」の充実 

◆ ねらい  

幼児が主体的に自己を発揮し、好きなことや楽しいことに集中し、夢中になり、遊ぶこ

とを通して総合的に学んでいくための環境構成を進めます。 

また、園での遊びについて、「学びの芽生え」から「自覚的な学び」へと意識できるよ

うな活動を計画し、小学校との円滑な接続を図ります。 

◆ 取組指標とその評価  

取組指標 
現状値 

H27 
H28 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ 目標値 

遊 び を 豊 か に す る た
め の 実 践 研 究 ※ を 行 っ た
園数（園） 

－ ６ ６ ６ ６ － 
全 公 立 幼 稚

園 ・ こ ど も 園  
（ 2２ 園 ）  

※実践研究…公開保育を実施し「遊びを通しての学びの充実」に関して指導と評価の推進を図る 

遊びを通しての「学び」そして「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10 の姿）」を

視点に、保育内容や環境構成の充実に取り組み、職員の資質向上につなげています。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症に伴い、計画していた公開保育は実施できま

せんでしたが、オンラインを活用した研修を行い、遊びを通しての「学び」の充実に向け

ての環境構成や教師の援助について実践研究を進めました。 

 

◆ 具体的な施策の現状と課題  

（１）幼児期にふさわしい経験・体験の充実 

 ○遊び込める体づくりの推進 

・ 近年の情報機器の発展は幼児の生活や遊びに大きな影響を与えており、幼児が戸外

で体を動かして遊ぶ機会が少なくなっています。各園では、進んで体を動かして遊ぼ

うとする意欲等を育てられるように、戸外遊びの工夫をしています。 

・ 新教育プログラム柱４「運動大好き！走・跳・投 up プログラム」では、遊びを通

して体を動かす楽しさや心地よさを実感し、多様な動きが経験できるように取組を 

進めました。学校教育ビジョンアンケートでは、９９％の保護者・教職員から「（子

どもが）体を動かして遊ぶことが好きになった」との回答が得られました。 

・ 多様な動きが経験できるような遊びを取り入れ、楽しく体を動かす時間を確保し、

何度も繰り返すおもしろさ

を感じることができるよう

な環境を整えていきます。

年間通して体づくりに向け

ての計画を位置づけ、保育

内容の充実を図っていきます。 
運動大好き！ 

鬼ごっこや縄跳び、固定遊具で遊ぶ子どもたち 
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＜学校教育ビジョンアンケート＞の結果(２２園) 

 

 

 

 

 

   そ う 思 う     お お む ね そ う 思 う   

  あ ま り そ う 思 わ な い    全 く そ う 思 わ な い  

○様々な体験ができる環境の充実 

・ 幼児にとって遊びは重要な学習の場です。また遊びを通して諸能力が総合的に発達

することから、様々な体験ができるように環境を整えることが重要です。 

・ 新教育プログラム柱２の「論理的思考で筋道くっきりプログラム」では、好奇心豊

かに試行錯誤して実体験を積み重ねていくことを大切にしながら取組を進めてきまし

た。学校教育ビジョンアンケートでは、令和元年度に引き続き、９８％以上の保護

者・教職員から「遊びの種類や生活体験が増えた」と回答がありました。 

・ 教師は、幼児が主体的に環境に関

わりその中から生まれた遊びを大切

にし、一人一人丁寧に関わることで

幼児はいろいろな遊びや直接体験を

していきます。遊びや活動の中で

「知識及び技能の基礎」「思考力、

判断力、表現力等の基礎」「学びに向

かう力、人間性等」を育てるように取り組んでいきます。これら３つの「資質・能力」

は幼児にとって、重要な学習の場である遊びを通して総合的に育てるものと考えます。  

（２）遊びを通した学びの研修・研究の推進について 

○非認知能力につながる力の育成 

・  幼児期においては、子どもの発達や学びの連続性を踏ま

え、探究心や思考力、表現力等に加えて感情のコントロー

ル、粘り強さ等の非認知能力を育むことが重要です。幼児が

夢中になって遊ぶ中で直接的で具体的な体験ができ、いろい

ろな事象と出会い、主体的に学んでいくことができるように

し、更に、その体験を体や言葉で表現し、多くの人と共有し

ていくことが互いの学びにつながります。 

・ 新教育プログラムにおいて、すべての柱の基盤になります。特に柱１「読む・話

す・伝えるプログラム」では、豊かな感性や表現する力、柱２「論理的な思考で筋道

くっきりプログラム」では、実体験をもとに考えたり試したりする力の育成につなが

ります。 

好奇心豊かに、実際に試している子どもたち 

お店屋さんごっこで

友だちとのやりとり

を楽しむ子どもたち 
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81.7

67.2

70.4

18

16.3

32

29.6

1.2

2

0.8

0.1
2年度 保護者

１年度 保護者

２年度 教職員

１年度 教職員

遊びの種類や生活体験が増えましたか（％）

82.6

71.9

16.8

28.1
0.5

0.1
２年度 保護者

２年度 教職員

（子どもが）体を動かすことが

好きになりましたか（％）
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１ 

・ 学校教育ビジョンアンケートでは、『非認知能力につながる力』として「感動した

ことを体や言葉で表現するようになった」「自分で考え自分で行動するようになった」

「遊びを試したり工夫したりして遊ぶようになった」と９７％以上の保護者・教職員

が回答しています。また、「日常のあいさつができるようになった」と感じる割合は

令和元年度よりは増加していますが、上記の項目よりやや低くなっています。 

・ 人とのコミュニケーションが少なくなっている今だからこそ、園では教師と幼児、

幼児同士の温かいつながりを通して、あいさつをする機会を大切にしています。マス

クの着用で表情が見えにくかったり、声が聞こえにくかったりすることがありますが、

そのことを意識して関わり、様々な体験をする中であいさつをする心地よさを味わう

ことができるようにしました。そばにいる人が言葉を交わし伝

える姿を示すことで、幼児も人といるうれしさや人とつながる

喜びを感じていきます。 

・ 遊びや活動の中で、思考をめぐらし、心を動かす豊かな体

験が少なくなっています。達成感や満足感を得られるまでの

過程を大切にする保育の充実に努めていきます。 

・ 幼児が主体的に自己を発揮し、遊ぶことを通して学んでい

くための研修をすすめていく必要があります。 

〇ＳＰＤＣＡサイクルに基づく教育活動の充実 

・ 今年度は４月～５月に新型コロナウイルス感染症に関わって臨時休園がありました。

そのことを踏まえ、幼児の発達・実態に応じた指導計画を見直しました。遊びを通し

た学びの充実に向け、『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』を意識して、実施、

評価、改善等の研修・研究を行い、指導の工夫を行いました。新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、園外での研修は限られたものになりましたが、各園で幼児教育の

基本である「幼児理解」や「保育の振り返り」を行い、研修を深めることができた園

が多く見られました。 

・ 一人一人の幼児の特性に応じた指導や幼児にふさわしい環

境の工夫により、園の活動が幼児の発達にとってより一層意

味のあるものにしてくことが必要です。教職員が『幼児期の

終わりまでに育ってほしい姿』を共通認識し、課題をもって

ＳＰＤＣＡサイクルにそって、教育実践の充実を図り、資質

向上に努めます。 

◆新型コロナウイルス感染症に伴う取組の状況について  

○臨時休園期間の状況 

・ 各家庭に遊びの素材を配付し、親子で楽しみながら取り組むことができるようにし

ました。また、生活習慣・健康管理のチェックシートも配付し、「早寝・早起き・朝

ごはん・朝うんち」の生活リズムが整えられるようにしました。 

・ ホームページを活用し、教職員からのメッセージや家庭で取り組むことができる遊

園内研修の様子 

ひじタッチであいさつを

楽しむ子どもたち 
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１ 

びのアイディア、園での飼育物や栽培物の様子などを継続的に掲載しました。家庭と

園のつながりを持ちながら、園の再開が楽しみにできるようにしました。また、定期

的に電話などで直接話すことで、幼児・保護者とのつながりを保ち、スムーズに園生

活に戻ることができるようにしました。 

〇感染症対策を講じた日々の保育 

・ 衛生管理マニュアルをもとに、適切で丁寧な手洗いの実施、マスクの正しい着用や

始末の仕方など、必要性を理解し自分でできるように時間をかけて丁寧に指導しまし

た。また、遊具・物品の消毒、換気、幼児同士の間隔がとれるような環境の工夫を行

いました。 

・ 感染リスクを踏まえて、遊びのコーナーの分散、幼児同士が向かい合わないような

遊具の配置の工夫を行いました。また、幼児が遊びを楽しむ姿を受けとめながら接触

や密を減らすことができるように指導・援助を行いました。 

・ 行事については保護者の方の理解と協力を得ながら、配慮、工夫して実施しました。 

 

◆ 今後の方向性  

○ 幼児の実態を把握し、健康で安全な生活習慣の育成を目指し、心身ともにたくまし

く育つ取組を継続します。また、幼児が主体的に遊び、総合的に学んでいけるように

様々な体験ができる環境を整えて遊びの充実を図ります。 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じながら、遊びを豊かにするための実

践研究や研修を進めます。オンラインや写真等を活用した研修や他園との共同研修な

ど研修方法の工夫にも努めます。 

○ 写真等を利用し可視化された園の取組や幼児の学びについて、地域や家庭にも発信

し理解が深まるように努めます。地域・家庭・園という循環の中で幼児の望ましい発

達を図ります。 

○「学びの芽生え」から「自覚的な学び」へと意識できるように作成した実践事例集を 

活用し、適切な幼児理解や評価により指導の改善を図ります。 

○ 新教育プログラムの「目指す子どもの姿」を意識するとともに、「幼児期の終わり

までに育ってほしい姿」を明確にすることで、幼児期の教育と小学校教育の関係を

「連続性」「一貫性」で捉え、幼児の発達や学びのつながりを踏まえて、小学校との

円滑な接続を図ります。 

友だちとの間隔をあけて 

丁寧に手洗い 

密にならないよう遊ぶ 両手を広げて 

ソーシャルディスタンス！ 

臨時休園中の HP から 

（飼育物の様子を掲載） 
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